
国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会細則の一部を改正する細則 
国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会細則（１６経教細則第６号）の一部を次のとおり改正する。 

現   行 改 正 案 備考 
国立大学法人東京農工大学広報・社会貢献委員会細則 
 

平成１６年４月７日 
１６経教細則第６号 

 
第１条～第１２条 省略 
 
 

附 則  省略 
 
 
別表 
小委員会

名称 
委  員  構  成 所 掌 事 項 

学生募集

改革委員

会 

省略 
・留学生センターから選出さ

れた教員 １人 
省略 

省略 

省略 省略 省略 
 
 

 
 
 
 
 
第１条～第１２条 省略 
 
 

附 則  省略 
 
 
別表 
小委員会

名称 
委  員  構  成 所 掌 事 項 

学生募集

改革委員

会 

省略 
・国際センターから選出さ

れた教員 １人 
省略 

省略 

省略 省略 省略 
 
 

 

   附 則（１９細則第１１号） 
 この細則は、平成１９年１１月１日から施行する。 
 


